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(57)【要約】
【課題】排紙空間の周辺の高温な空気ではなく、より低
温な空気を吸引して内部部品の冷却効果を上げる。
【解決手段】画像形成装置には排紙空間１の横に並んで
冷却用ファン４が設けられ、この冷却用ファン４を覆う
ように前側にはカバー部材２が設けられる。カバー部材
２には冷却用ファン４の吸気口５としてのスリット６が
カバー部材２の下方に複数個設けられ、カバー部材２の
外形より空気の流れに対して下流となる内側に位置して
いる。また、カバー部材２には冷却用ファン４と吸気口
５を含む部分と、それ以外の部分を区画するように、リ
ブ７を設けてある。この構成により、冷却用ファン４は
吸気口５としてのスリット６を通して、排紙空間からの
暖かい空気でなく、冷却上さらに有利な下方の空気を吸
気することができ、筐体内部を冷却することができる。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　画像形成された記録シートが排出される排紙空間と、前記排紙空間に並ぶように設けら
れた冷却用ファンと、前記冷却用ファンの前方に覆うように設けられたカバー部材と、前
記カバー部材に設けられる前記冷却用ファンが外部の空気を吸入するための吸気口とを備
えた画像形成装置において、
　前記吸気口が前記排紙空間側に向いていない位置に設けられたことを特徴とする画像形
成装置。
【請求項２】
　前記吸気口が下方に向けて設けられたことを特徴とする請求項１記載の画像形成装置。
【請求項３】
　前記カバー部材に、冷却用ファンと吸気口を含む部分と、前記冷却用ファンと前記吸気
口を含まない部分とを区画するリブを設けたことを特徴とする請求項１または２記載の画
像形成装置。
【請求項４】
　前記吸気口を、開閉自在なカバー扉を閉じたときに生じる隙間の部分と対向する位置に
設けたことを特徴とする請求項１～３のいずれか１項に記載の画像形成装置。
【請求項５】
　前記吸気口で通風口となる複数個のスリットを、カバー部材の外形より前記吸気口から
の空気流における下流側の位置に設けたことを特徴とする請求項１～４のいずれか１項に
記載の画像形成装置。
【請求項６】
　前記吸気口と対向する位置で、開閉自在なカバー扉の一部分に通風口となる複数個のス
リットを設けたことを特徴とする請求項４記載の画像形成装置。
【請求項７】
　前記カバー部材に設けられた吸気口のスリット位置と、開閉自在なカバー扉に設けられ
たスリット位置が同列に配置されることを特徴とする請求項６記載の画像形成装置。
【請求項８】
　前記カバー部材に設けられた吸気口のスリット位置と、開閉自在なカバー扉に設けられ
たスリット位置が交互に配置されることを特徴とする請求項６記載の画像形成装置。
【請求項９】
　前記開閉自在なカバー扉に吸気口を設けたことを特徴とする請求項６～８のいずれか１
項に記載の画像形成装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、複写機、プリンタ、ファクシミリ、またはそれらの機能を複合した画像形成
装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　画像形成装置の本体略中央部に画像形成部が配置され、さらに上部には排紙部が設けら
れている。定着部は排紙部の右側に配置され、定着部を冷却するために、装置前面側の前
面小カバーの内側に吸気ダクトが設けられ、内部に吸入ファンが配置されている。図１２
は、定着装置を冷却するための空気の流れを説明するためのもので、定着部近傍の内部構
成を示す部分斜視図である。図１２では定着装置付近に配置される用紙搬送手段や装置側
面にある用紙反転部等の図示を省略している。図１２において、装置前面側に吸気ダクト
が設けられ内部に吸入ファンが配置されている。この吸入ファンおよび吸気ダクトは、前
面小カバー（図示せず）の内側に配置されたもので、前面小カバーの左側端面に設けられ
た開口から空気を矢印Ａのように吸い込み、吸入した外気を定着装置の上方空間（矢印Ｂ
の空気流路）に送り込み、定着装置で発生した熱を効率よく吸収するように設けられてい



(3) JP 2010-72042 A 2010.4.2

10

20

30

40

50

る。さらに、排気ダクトを介して排気ファンにより排出（矢印Ｃ）される。
【特許文献１】特開２００７－１４８１０２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　しかしながら、このような構成の画像形成装置は、排紙部は周囲温度より高温のため、
排紙部側に開口が向いていると、その高温の空気を吸気してしまい、冷却効果が低減する
という問題があった。
【０００４】
　本発明は、前記従来技術の問題を解決するものであり、排紙空間の周辺の高温な空気で
はなく、より低温な空気を吸引して内部部品の冷却効果を上げた画像形成装置を提供する
ことを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　前記の目的を達成するために、本発明に係る請求項１に記載された画像形成装置は、画
像形成された記録シートが排出される排紙空間と、排紙空間に並ぶように設けられた冷却
用ファンと、冷却用ファンの前方に覆うように設けられたカバー部材と、カバー部材に設
けられる冷却用ファンが外部の空気を吸入するための吸気口とを備えた画像形成装置にお
いて、吸気口が排紙空間側に向いていない位置に設けられたことを特徴とする。
【０００６】
　また、請求項２～４に記載された発明は、請求項１の画像形成装置において、吸気口が
下方に向けて設けられたこと、さらに、カバー部材に、冷却用ファンと吸気口を含む部分
と、冷却用ファンと吸気口を含まない部分とを区画するリブを設けたこと、さらに、吸気
口を、開閉自在なカバー扉を閉じたときに生じる隙間の部分と対向する位置に設けたこと
を特徴とする。
【０００７】
　また、請求項５～８に記載された発明は、請求項１～４の画像形成装置において、吸気
口で通風口となる複数個のスリットを、カバー部材の外形より吸気口からの空気流におけ
る下流側の位置に設けたこと、
または、吸気口と対向する位置で、開閉自在なカバー扉の一部分に通風口となる複数個の
スリットを設けたこと、さらに、カバー部材に設けられた吸気口のスリット位置と、開閉
自在なカバー扉に設けられたスリット位置が同列に配置されること、または、カバー部材
に設けられた吸気口のスリット位置と、開閉自在なカバー扉に設けられたスリット位置が
交互に配置されることを特徴とする。
【０００８】
　また、請求項９に記載された発明は、請求項６～８の画像形成装置において、開閉自在
なカバー扉に吸気口を設けたことを特徴とする。
【０００９】
　前記構成によれば、内部部品の冷却するために、排紙空間の周辺の高温な空気ではなく
、より低温な空気を吸引することができる。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、排紙空間の周辺の高温な空気ではなく、より低温な空気を吸引して内
部部品の冷却効果を上げることができるという効果を奏する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
　以下、図面を参照して本発明における実施の形態を詳細に説明する。
【００１２】
　図１は本発明の実施の形態における実施例１の画像形成装置の概略構成を示す斜視図で
あり、図２はカバー部材を外し冷却用ファンを示した斜視図、図３は冷却用ファンの近傍
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を示す正面図である。
【００１３】
　図１～図３に示すように、画像形成装置には排紙空間１の横に並んで冷却用ファン４が
設けられ、この冷却用ファン４を覆うように前側にはカバー部材２が設けられる。さらに
、カバー部材２には冷却用ファン４の吸気口５としてのスリット６がカバー部材２の下方
に複数個設けられ、カバー部材２の外形より空気の流れに対して下流となる内側に位置し
ている。また、カバー部材２には冷却用ファン４と吸気口５を含む部分と、それ以外の部
分を区画するように、リブ７を設けてある。
【００１４】
　このような構成により、冷却用ファン４は吸気口５としてのスリット６を通して、排紙
空間１からの暖かい空気でなく、冷却上さらに有利な下方の空気を吸気することができ、
筐体内部を冷却することができる。
【００１５】
　この吸気口５を下方に設けることにより、他方に設けた場合より、より冷却効果を得る
ことができる。さらに、カバー部材２には冷却用ファン４と吸気口５を含む部分と、それ
以外の部分を区画するようにリブ７を設けてあり、この構成によって吸気口５から冷却用
ファン４への気流が整流され、より冷却効果を得ることができる。
【００１６】
　図４は本実施例１における冷却用ファンの近傍を示し、図５はカバー部材のリブとカバ
ー扉の開閉部分との近傍を示す側面図である。
【００１７】
　図４，図５に示すように、カバー部材２の下方には開閉自在なカバー扉３が設けられる
。カバー部材２の吸気口５は、カバー扉３の一部分でカバー扉３を閉じたときに生じる隙
間３ａが対向する位置に設けられる。
【００１８】
　これにより、筐体設置における壁等の影響を受けることがない筐体前方の、冷却上さら
に有利な空気を吸気することができ、筐体内部を冷却することができる。
【００１９】
　また、図５に示すとおり、カバー部材２の外形より空気の流れに対して内側に吸気口５
のスリット６を設けたことによって、外形と吸気口５のリブ７を揃えた図６に示す構成と
比べて、吸気効率が上がり、さらに外観意匠も向上することができる。
【００２０】
　また、図７は本実施の形態における実施例２の冷却用ファンの近傍を示す正面図である
。図７に示すように、カバー部材２の下方に開閉自在なカバー扉３が設けられる。カバー
部材２の吸気口５のスリット６に対向するように、カバー扉３の一部に通風口としてのス
リット８が複数個設けられる。これにより、吸気口５からの空気に加え、熱に関係しない
筐体内部の空気を吸気することもでき、筐体内部を冷却することができる。
【００２１】
　さらに、カバー扉３に設けたスリット８をカバー部材２のスリット６の位置を同列とな
るように揃えることによって、熱に関係しない筐体内部の空気をより効率よく吸気するこ
とができ、筐体内部を冷却することができる。
【００２２】
　また、図８に示すように、カバー部材２の下方に設けられた開閉自在なカバー扉３に有
する複数個のスリット８の位置と、これに対向するカバー部材２の吸気口５に設けられた
複数個のスリット６の位置とが、重ならないように交互に設置する。このように設置する
ことにより、例えば部品９の脱落等が生じた際にも、スリット６，８により吸気口５付近
で部品９の落下を停止でき、安全性を高めることができる。
【００２３】
　図９は本実施の形態における実施例３の画像形成装置の概略構成を示す左側斜視図であ
り、図１０は右側斜視図、図１１は冷却用ファンの近傍を示す正面図である。
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【００２４】
　図９～図１１に示すように、カバー部材２の下方に設けられた開閉自在なカバー扉３に
は、カバー部材２の吸気口５におけるスリット６と対向するように、通風口として複数個
のスリット８を有している。さらに、カバー扉３の側面に吸気口１０を設け、この吸気口
１０に通風口としてのスリット１１が複数個設けられる。
【００２５】
　これにより、熱に関係しない筐体内部の空気を吸気するとともに、さらに外側からの空
気をカバー扉３の側面に設けた吸気口１０からも吸気することができ、筐体内部を冷却す
ることができる。
【産業上の利用可能性】
【００２６】
　本発明に係る画像形成装置は、排紙空間の周辺の高温な空気ではなく、より低温な空気
を吸引して内部部品の冷却効果を上げることができ、複写機、プリンタ、ファクシミリ、
またはそれらの機能を複合した装置に有用である。
【図面の簡単な説明】
【００２７】
【図１】本発明の実施の形態における実施例１の画像形成装置の概略構成を示す斜視図
【図２】本実施例１のカバー部材を外し冷却用ファンを示した斜視図
【図３】本実施例１の冷却用ファンの近傍を示す正面図
【図４】本実施例１の冷却用ファンの近傍を示す側面図
【図５】本実施例１のカバー部材のリブとカバー扉の開閉部分との近傍を示す側面図
【図６】カバー部材のリブとカバー扉の開閉部分との近傍を示す別の側面図
【図７】本実施の形態における実施例２の冷却用ファンの近傍を示す正面図
【図８】本実施例２の冷却用ファンの近傍を示す別の正面図
【図９】本実施の形態における実施例３の画像形成装置の概略構成を示す左側斜視図
【図１０】本実施例３の画像形成装置の概略構成を示す右側斜視図
【図１１】本実施例３の画像形成装置で冷却用ファンの近傍を示す正面図
【図１２】従来の画像形成装置における空気の流れを示す概略斜視図
【符号の説明】
【００２８】
１　排紙空間
２　カバー部材
３　カバー扉
４　冷却用ファン
５，１０　吸気口
６，８　スリット
７　リブ
９　部品
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【図１】 【図２】

【図３】 【図４】
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【図５】 【図６】

【図７】 【図８】
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【図９】 【図１０】

【図１１】 【図１２】
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